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議案第２２号   

    

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例 

 

（対馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 対馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成１

６年対馬市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「禁固」を「拘禁刑」に改める。 

（対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

６年対馬市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項、第６条並びに第７条第１項第１号及び第２項第１号

中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（対馬市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 対馬市職員の給与に関する条例（平成１６年対馬市条例第４７

号）の一部を次のように改正する。 

  第２８条第３号及び第４号、第２９条第１項第１号及び第３項第１

号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

（対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例の一部改正） 

第４条 対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例（平成

１６年対馬市条例第１６８号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（対馬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改

正） 

第５条 対馬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平

成１６年対馬市条例第２１８号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

 （対馬市個人情報保護法施行条例の一部改正） 

第６条 対馬市個人情報保護法施行条例（令和５年対馬市条例第１３号）
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の一部を次のように改正する。 

  第６条第１項中「対馬市個人情報保護審査委員会」を「対馬市個人

情報保護審査会」に改める。 

  第９条並びに附則第３条第３項、第４項及び第１０項中「懲役」を

「拘禁刑」に改める。 

 （対馬市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第７条 対馬市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年対馬市条

例第１４号）の一部を次のように改正する。 

  第５２条から第５４条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第８条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例

による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお

従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正

前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用す

る場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２

条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項

において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」

という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑

法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに

限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘

留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役

又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と 

 、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

第９条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の規定によりなお

従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前

若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関す

る法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁
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錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする

有期禁錮に処せられた者とみなす。 

 （対馬市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１０条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びに

この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められ

ている罪につき起訴をされた者は、第３条の規定による改正後の対馬

市職員の給与に関する条例第２９条第１項（第１号に係る部分に限る

。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用について

は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

附 則 

この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

  

  令和７年２月２０日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第２３号 

 

対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

 

対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

対馬市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「３１０，０００円」を「３７０，８９３円」に、「３３

２，１４３円」を「３８１，９６５円」に、「３５９，８２２円」を「

３９３，０３６円」に、「３６５，３５８円」を「３９８，５７２円」

に改める。 

   附 則 

 この条例は令和７年４月１日から施行する。 

 

  令和７年２月２０日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第２４号 

 

   対馬市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 

   等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改 

正する条例 

 

対馬市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年対馬市条 

例第２１号）を次のように改正する。 

第４条第４項中「同条第２項」を「前２項」に改める。 

別表第１に次のように加える。 

３ 市長  住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規則で定めるもの  

 別表第２に次のように加える。  

３ 市長 住登外者宛名番号管理機能 

による住登外者の情報の管 

理に関する事務であって規 

則で定めるもの 

(１) 住登外者宛名番号管理 

機能により管理する住登外 

者の情報であって規則で定 

めるもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和７年２月２０日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第２５号 

 

   対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例の一部を改正する条例 

 

対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例（平成２０年対馬市条例第

７号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

  対馬市収入印紙購買基金条例 

本則中「印紙等」を「印紙」に改める。 

第１条中「収入印紙及び長崎県収入証紙」を「収入印紙」に、「対馬

市収入印紙及び収入証紙購買基金」を「対馬市収入印紙購買基金」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 令和７年２月２０日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   
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議案第２６号  

 

対馬市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例  

 

 対馬市学校給食共同調理場条例（平成１６年対馬市条例第８５号）の

一部を次のように改正する。  

 第２条の表豆酘学校給食共同調理場の項を削る。  

附 則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 

令和７年２月２０日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜  
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議案第２７号 

 

   対馬市体育施設条例の一部を改正する条例  
 
 対馬市体育施設条例（平成１６年対馬市条例第１０１号）の一部を次

のように改正する。  
 別表第１対馬市阿連体育館の項を削る。  

附 則  
 この条例は、公布の日から施行する。  
   

  令和７年２月２０日提出 

 

   対馬市長 比田勝 尚喜    
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議案第２８号 

 

対馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 

対馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（

平成２６年対馬市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え 

る。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  令和７年２月２０日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第２９号 

 

   対馬市港湾施設管理条例の一部を改正する条例 

 

 対馬市港湾施設管理条例（平成２０年対馬市条例第２２号）の一部を

次のように改正する。 

第２条の表に次のように加える。 

仁位港湾都市再開発

用地 

対馬市豊玉町仁位２０８９番地２６ほか 

 別表その１の表に次のように加える。 

都市再開

発用地 

多目的用地 １平方メー

トル 

１５日ま

で、１日

につき 

１．５円  

１平方メー

トル 

１６日以

上、１日

につき 

２円 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の対馬市港湾施設管理条例

の規定は、令和６年１２月２０日から適用する。 

 

  令和７年２月２０日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第３０号 

 

対馬市水道事業及び漁業集落排水事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例 

 

対馬市水道事業及び漁業集落排水事業の設置等に関する条例（平成１

６年対馬市条例第２０７号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８

項」に改める。 

   附 則 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５

号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 

  令和７年２月２０日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第３１号 

 

対馬市猪鹿加工処理施設条例を廃止する条例 

 

対馬市猪鹿加工処理施設条例（平成２８年対馬市条例第３０号）は、 

廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和７年２月２０日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第３２号  
 
   辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画について  
 
 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画を別紙のとおり策定するこ

とにつき、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置

等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第１項の規定によ

り、議会の議決を求める。  
 
  令和７年２月２０日提出  
 

対馬市長 比田勝 尚喜   
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( 人 K㎡）

１．辺地の概況

①辺地を構成する町又は字の名称

②地 域 の 中 心 の位 置

③辺 地 度 点 数 点

２．公共施設の整備を必要とする事情

○学校給食施設

３．公共施設の整備計画

令和6年度から令和10年度まで5年間

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

※（　）書きは変更前の金額
合計

10,868 592 10,276 10,200

9,240 0 9,240 9,200

診療施設 市

1,628

事　業　費

1,000

0 0 0

9,2409,240 9,200

 施設名

区分

学校給食施設 市

0

一般財源のうち
辺地対策事業債
の予定額

財　源　内　訳

特 定 財 源 一 般 財 源

1,036

0

592

(単位：千円)

　本運搬車は、平成5年に購入したもので、購入から30年以上が経過し、経年劣化による故障が頻
発しているが、交換部品が製造されておらず、対応が困難な状況にあるため、新たに運搬車を購入
し、給食配送の円滑化を図る。

豊玉町仁位

対馬市豊玉町仁位1295番地1

237

〇診療施設

　現在の除細動器は、購入から約10年経過しており、故障した際に修理できない可能性がある。
当機器は、心房細動等の治療に用いる救急医療機器として緊急時に備えて常設しておく必要があ
るため、今回更新するものである。

面積 10.7

長崎県対馬市豊玉町仁位辺地

961

総　合　整　備　計　画　書 (案)

辺地の人口

事業

主体名
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